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第  章

越境交通協定（CBTA）と貿易円滑化

石田　正美

はじめに

1980 年代半ばから外国投資を誘致し，自動車や電子・電機の裾野産業
が重層的なクラスターを形成するバンコク近郊地域，2000 年に入って中
国における潜在的リスクが認識されるなか，「チャイナ・プラス・ワン」
の対象として最も多くの外国企業の誘致に成功したハノイ近郊地域，この
ふたつの地域を陸路で結ぶことに多くの物流企業とメーカーが熱い視線を
向けている。というのも，バンコクからハノイに海上輸送をすると 10 日
から 2 週間の日数を要するのに対し，陸上輸送であれば 3 ～ 4 日で輸送が
可能であるためである（井田・助川ほか［2006: 8-25］など）。このため，民
間企業や政府による走行輸送実験が，2004 年頃から実施されており，発
注ベースでは少なからぬ物流企業がすでに同区間で貨物を輸送しており，
なかには同区間で週1回程度の定期便を走らせている企業も出てきている（1）。
しかしながら，2007 年度に経済産業省と国土交通省が実施した走行実験
では，バンコクからハノイまでの区間の平均走行時間が，休憩時間 12 時
間を含め 52 時間であるのに対し，タイ・ラオスとラオス・ベトナムの国
境で 2 度の通関に要する時間が 6 時間，加えて国境ゲートの税関事務所が
終業している間の待ち時間が平均 24 時間で，合計で 30 時間を国境周辺で
費やさなければならないとの結果が出された（経済産業省・国土交通省
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［2008］）。国境で必要な手続きの簡素化とは，実は 10 年以上も前からいわ
れてきた「古くて，新しい」課題ではあるが，前述の通りその解決には予
想以上の時間がかかっている。

序章でも述べたように，1992 年に大メコン圏（GMS）経済協力プログ
ラムが実施されてから，東西経済回廊，南北経済回廊，南部経済回廊など，
メコン地域の道路インフラが整備されてきており，ヒトとモノが実際に国
境を越えて輸送されるようになっている。そうしたヒトやモノを運ぶ「車
両」，とりわけ「動力車両」ないし自動車が越境する際の手続きの簡素化
を目的に，メコン地域 6 ヵ国が署名し，一部で実施に移されている取り決
めが越境交通協定（CBTA）である。CBTA は 44 ヵ条から成る本協定があ
り，本協定の詳細を合計で 20 もの付属文書（annex）と議定書（protocol）（2）

が規定している。そして，本協定と付属文書および議定書に基づき，具体
的な国境について二国間，またルートについては多国間で覚書（MoU）
を結ぶ仕組みが取られている（図 1）（3）。

CBTA は，観光客が越境する際は多くの場合バスや自家用車を利用す
る一方，モノが越境輸送される場合はトラックおよびコンテナが利用され
るという意味で，ヒトとモノの越境移動の自由化を進めていくうえで，最
も重要な規定のひとつである。CBTA が実現されるなかで，トラックや
バスの相互乗り入れは進み，国境地域で行われているトラックの積み替え

図 1　越境交通協定の階層構造

… 

CBTA

17 付属文書 ３議定書 

二国間／ 
多国間覚書 

二国間／ 
多国間覚書 

二国間／ 
多国間覚書 

二国間／ 
多国間覚書 

（出所） Ishida［2008］.
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作業などは必要なくなり，その意味で国境貿易の拠点としての意味は減少
していくことが想定される。他方，車両の越境手続きの簡素化で，サービ
ス・リンク・コストは低下し，陸路を通じた貿易取引は増加が見込まれ，
原材料や中間財の輸入や製品の輸出を活性化する意味で，当面は国境産業
の発展を促進する効果が期待される。また，国境を隔てた低所得国側のイ
ンフラ整備が進むなかで，国境以外の主要都市への物流が円滑化されたと
き，国境産業にとってはネガティブな影響が予想される。しかしながら，
これまでの経緯をみる限り，道路などハード面のインフラ開発は進展がめ
ざましい一方で，前章でみてきた移民労働者の合法化と同様，法制度など
ソフト面のインフラ開発の進展は遅れているのが現状である。

本章では，CBTA を中心に，国境での貿易並びに輸送の円滑化の現状
と課題を主として制度面からみていくこととしたい。第 1 節では，CBTA
が提案・成文化されてきた経緯について述べる。第 2 節では CBTA 本協
定と付属文書・議定書の概要を述べることとする。第 3 節では，CBTA
本協定と付属文書・議定書に基づき，その早期実施のため二国間で覚書が
締結されている 5 つの国境についてのそれぞれの覚書の内容を概観する。
第 4 節では，前述の通り CBTA の実現が遅れていることをはじめ，その
問題点と今後の課題について述べることとする。最後に，「おわりに」で，
CBTA とともにその他の貿易円滑化の動きを概観しながら，今後の展望
を述べることとしたい。

第 1 節　越境交通協定（CBTA）成立の経緯

1． ESCAP 第 48 回会議第 11 号決議に向けて（4）

1992 年に始まるサブ地域経済協力プログラムで，道路をはじめとする
交通インフラは，最も重点が置かれた分野であった。実際のところ，第 3
回閣僚会議で中間報告として提出された，その後の大メコン圏（GMS）
経済協力の青写真となる 75 件の優先プロジェクトのリストのうち，約半
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分に及ぶ 34 件が交通部門のプロジェクトであり，さらにそのうち 9 件が
道路プロジェクトであった（第 3 回 STF 会議議事録）（5）。また，1992 年
11 月の GMS 第 1 回閣僚会議の議事録には，脆弱な交通インフラがメコン
地域の貿易と経済協力の障壁になっているとしている（ADB［1993: 18］）。

優先プロジェクトに選ばれた道路や鉄道，内陸水運のプロジェクトはい
ずれも複数国にまたがる越境インフラである。しかし，優先プロジェクト
を実施していく段階に入り，部門ごとに作業部会やフォーラムが設置・開
催されるなかで，道路や橋の建設などハードな部分だけではなく，ソフト
面の越境障壁が問題となった（6）。具体的には，国境を隔てた車両の相互乗
り入れが現状では認められておらず，モノの移動に長期の遅れが生じてい
ること，様々な手続きが荷主に見通しのつかないコストを課していること，
ビザに関する規制並びに高額な取得費用が国際観光を妨げていること，な
どが問題となった。こうしたソフト面の越境障壁を取り除いていくことに
GMS 6ヵ国が合意したのが，1995 年に開催されたサブ地域交通フォーラ
ム（STF）の第 2 回会議であった（第 2 回 STF 会議議事録）。

この会議では，欧米諸国で採用されている国際協定がソフト面の越境障
壁の問題を解決するために重要である点で合意が得られた（7）。ところが，
GMS 6ヵ国すべてがこれらの国際協定に加盟していなかった。そこで，同
会議では GMS 6ヵ国を含むアジア太平洋地域内の各国が国際陸上輸送円
滑化のため，7 つの国際条約加盟（以下「7 条約」とする）を検討すべき
であると勧告した，国連アジア太平洋経済社会理事会（ESCAP）の第 48
回会議第 11 号決議が紹介された（8）。そこで勧告されている 7 条約とは，

①道路交通に関する交通条約（ウィーン，1968 年 11 月 8 日）
②道路標識・信号に関する条約（ウィーン，1968 年 11 月 8 日）
③国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条

約（TIR 条約（9），ジュネーブ，1975 年 11 月 14 日）
④商業用車両の一時輸入に関する通関条約（ジュネーブ，1972年 12月 2日）
⑤コンテナに関する通関条約（ジュネーブ，1972 年 12 月 2 日）
⑥モノの国境管理の調和に関する国際条約（ジュネーブ，1982 年 10 月 21
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日）
⑦道路による国際貨物輸送契約に関する条約（ジュネーブ，1956 年 5 月

19 日）

である（ESCAP のウェブサイトおよび ADB［1997］）。これらの条約の
概要は，第 2 節で CBTA との関連で触れることとする。

さて，第2回STF会議を受け，1996年11月26～29日にバンコクで「GMS
諸国の陸上輸送促進に関する国際協定への加盟」に関するセミナーが開催
され，GMS 6ヵ国から 45 名が出席した。同セミナーでは，7 条約加盟の
意味とその利点が説明されるとともに，今後域内各国が進むべき方向性と
しての勧告案が示された。ところが，同勧告案は，7 条約への GMS 6ヵ国
の加盟を即促すものではなく，中間的なステップとして国際貿易と観光を
促進する二国間・多国間協定を持続させ，7 条約加盟をその後にしても構
わないというものであった。これを受けて，セミナーの後 1996 年 12 月の
第 3 回 STF 会議で，GMS 各国は，ヒトとモノの越境移動についての国際
条約を採択することについては，既存の国内法規定との矛盾など多くの困
難を乗り越えなくてはならないとの認識で一致した（第 3 回 STF 議事録
および ADB［1997］）。このため，まずは着手可能な実践的な協定を中短期
的に二国間・多国間で特定化し，欧州モデルに基づく 7 条約の加盟を長期
的に検討していくことで合意した。そして，短中期のステップとして，二
国間・多国間の基本枠組みとなるモデル合意文書を，ADB と ESCAP の
支援の下，コンサルタントが作成していくことが決められた（第 3 回
STF 議事録）。この基本枠組みが後の越境交通協定（CBTA）となっていく。

2．基本枠組みの採択まで

基本枠組みのモデル文書作成を委託されたコンサルタントは，GMS 各
国を回り，各国の国内の法・規定を検討，解決に必要な課題を整理した。
同時に，ESCAP と欧州連合（EU）の協力を得て，ヨーロッパに基盤を置
く国際機関を訪問し，GMS に適用可能な教訓を学んでいった。こうした
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検討に基づき，1998 年 4 月 29 日～ 5 月 1 日にバンコクで，「道路交通に
関するセミナー」が，ESCAP の支援で開催され，その後 GMS 各国で同
様なセミナーが開催された後（10），基本枠組みの草案が提示された。さらに，
1999 年 7 月にコンサルタントにより基本枠組みの最終案が提出され，
1999 年 11 月の第 5 回 STF 会議で基本枠組みが審議された（第 4・5 回
STF 議事録）。

一方，当初の基本枠組み草案に関して，現在の南部経済回廊に該当する
バンコク－プノンペン－ホーチミン－ヴンタウ道路（R1）を通るタイ，
カンボジア，ベトナムの 3 ヵ国と，東西経済回廊（R2）のタイ，ラオス，
ベトナムの 3 ヵ国の多国間協定を，ADB が支援していくことが考えられ
た（ADB［1997］）（11）。このうち，東西経済回廊沿道の後者 3 ヵ国による基
本枠組みの検討が積極的に進められ，1998 年 12 月にラオス，タイ，ベト
ナムの代表がバンコクに集まり，基本枠組みの 44 ヵ条のうち，40 ヵ条に
ついての合意が達成されている（第 9 回閣僚会議議事録）。そして，第 5
回 STF 会議で審議された後の 1999 年 11 月 26 日に首都ビエンチャンで，
基本枠組みが「モノとヒトの越境輸送円滑化のためのラオス，タイ，ベト
ナム政府間の協定」として 3 ヵ国により署名された。

その後，2001 年 11 月 29 日にカンボジアの加盟が実現し，中国の加盟
が 2002 年 11 月 3 日のプノンペンでの GMS 首脳会議で，ミャンマーの加
盟が 2003 年 9 月 17 日に雲南省の大理で開催された第 12 回閣僚会議の場
でそれぞれ実現し，同年 12 月 31 日付けで本協定が 6 ヵ国により批准され
た（12）。以上のような経緯を経て，6 ヵ国による越境枠組み協定の批准が終
了した。なお，同協定に「越境交通協定（CBTA）」との名称が用いられ
るようになったのは 2004 年 8 月の第 8 回 STF 会議からである。

3．付属文書・議定書の署名

基本枠組みの最終案のうち，付属文書（annex）と議定書（protocol）
の協定案がコンサルタントから各国担当者に示され，その詳細が審議され
たのが 2001 年 5 月の第 6 回 STF 会議であった。この時点で示された付属
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文書と議定書の条文についてはその後も変更が加えられたが，その基本的
な構成は，最終的に 6 ヵ国の閣僚や首脳によって署名されたものとまった
く変わっていない（表 1 参照）。

しかしながら，細かい条文の詳細は審議に多くの時間を要することが明
らかになった。その結果，同会議ですでに設立されている各国の国家輸送
促進委員会（NTFC，第 2 節第 5 項参照）の下に国家作業グループを設置
し，同グループの担当者間で交渉会議がもたれることとなった。ただ，約
20 もの付属文書・議定書をどのように協議していくのかについては，各
文書の相互理解と合意形成の難易度別に 3 段階に分けられ，容易なものか
らそれぞれ 2003 年，2004 年，2005 年の各年で 3 回の交渉会議を開催する

表 1　越境交通協定（CBTA）の 17 の付属文書と 3 つの議定書

番号 付属文書・議定書内容 署名日時
本協定 2003 年 9 月 17 日署名

A1. 危険物の運搬 2004 年 12 月 16 日署名
A2. 国際輸送における車両の登録 2004 年 4 月 30 日署名
A3. 腐敗しやすいモノの運搬 2005 年 7 月 5 日署名
A4. 越境手続きの簡素化 2004 年 4 月 30 日署名
A5. ヒトの越境移動 2005 年 7 月 5 日署名
A6. トランジットおよび内陸通関体制 2007 年 3 月 20 日署名
A7. 道路交通規則と標識 2004 年 4 月 30 日署名
A8. 動力車両の一時輸入 2007 年 3 月 20 日署名
A9. 越境輸送における輸送運営業者の免許基準 2004 年 12 月 16 日署名
A10. 輸送条件 2005 年 7 月 5 日署名
A11. 道路や橋梁の設計，建設基準，および仕様 2004 年 4 月 30 日署名
A12. 越境・トランジット設備およびサービス 2004 年 4 月 30 日署名
A13a. マルチ・モーダル輸送責任体制 2004 年 4 月 30 日署名
A13b. 越境輸送業務のためのマルチ・モーダル輸送業者の免許基準 2004 年 12 月 16 日署名
A14. コンテナ通関体制 2007 年 3 月 20 日署名
A15. 商品分類システム 2004 年 4 月 30 日署名
A16. 運転免許の基準 2004 年 12 月 16 日署名
P1. 回廊・ルート・（国境）出入り口の指定 2004 年 4 月 30 日署名
P2. トランジット輸送料金 2005 年 7 月 5 日署名
P3. 輸送サービスの頻度と有効範囲および許可と割当の発行 2007 年 3 月 20 日署名

（注） 1）A は付属文書（annex），P は議定書（protocol）を意味する。
 2）マルチ・モーダルとは，トラックと船や鉄道など「多様な輸送形態」を意味する。

（出所） ADB の GMS のウェブサイト並びに同内部資料をもとに筆者作成。
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なかで，検討していくこととなった。その結果，2003 年 2 月に第 1 段階
の第 1 回交渉会議が開催され，第 2 段階までは比較的スムーズに検討が進
められていった。しかしながら，トラックやバスなどの車両が，国境での
積み替え手続きをせずに，越境移動することについての詳細を規定した，
車両やコンテナの一時輸入に関する付属文書 8 と 13，トランジット輸送
の詳細を規定した付属文書 6 など第 3 段階の文書は，審議に想定以上の時
間が費やされ，結果的にすべての文書が署名されたのが，2007 年 3 月 20
日の第 2 回 CBTA 合同委員会の場であった。

なお，それぞれの付属文書・議定書はいずれも署名された後に，各国の
議会で批准の手続きを経なければならない。ADB の担当者によると，ま
ず中国とラオスの 2 ヵ国がすべての付属文書・議定書を批准（13），2008 年
中にカンボジアとベトナムが批准を終え，現在タイとミヤンマーがすべて
の文書を批准するのを待つ段階にあるとのことである（14）。ミャンマーの
批准が遅れているのは本協定の署名のときと同じであるが，タイがまだ 9
文書を批准していないのは，2006 年以来の国内の政局の混乱が少なから
ず影響しているようである。

第 2 節　越境交通協定（CBTA）の紹介

第 1 節でその形成過程をみてきた越境交通協定（CBTA）の本協定は
44 ヵ条から成るものであるが，表 1 でも示されているように付属文書と
議定書を合わせると 20 文書，条文では 407 ヵ条にも及ぶ膨大なものであ
る（石田［2008: 46］）（15）。こうした CBTA 本協定と付属文書・議定書を，
以下では 1．越境手続きの簡素化，2．車両・コンテナの相互乗り入れ，3．
ヒトとモノの輸送，4．設備・制度の共通化などその他の規定，5．総則，
に分けてみていくこととしたい。
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1．国境での検査・手続きの簡素化

海外旅行から帰る際に空港で，健康に関する検疫（quarantine）と入国
手続き（immigration）を経て，最後に税関（customs）で申告するように，
国境を通過する場合，税関と出入国管理，健康と動植物に関する検疫

（quarantine）の手続き（これらをまとめて「CIQ」という）を経なけれ
ばならない。これらは，財務，警察ないし司法，保健，さらには農業関連
の政府省庁によって管轄されているが，こうした CIQ の手続きを利用者
の利便性を考慮して，ひとつの窓口にまとめることを，GMS の CBTA で
は「シングル・ウィンドー」と呼んでいる。他方，こうした CIQ の手続
きが，出国と入国の 2 度にわたって行われるが，そうした 2 度の手続きを，
入国の際か出国の際のどちらか 1 回にまとめて行ってしまおうという取り
組みを，GMS の CBTA では「シングル・ストップ」と呼んでいる。

こうしたシングル・ウィンドーとシングル・ストップが，CBTA の本
協定の第 4 条並びに付属文書 4「越境手続きの簡素化」のキー・コンセプ
トとなっている。この取り組みは，先述の 7 条約では，「モノの国境管理
の調和に関する国際条約（ジュネーブ，1982 年 10 月 21 日）」でその多く
が規定されている（16）。

付属文書 4 では，国境を分かつ 2 ヵ国は，国境検問所（border check 
point）の業務時間，対象となる CIQ などに関する検査業務と，それぞれ
の検査においてどのようなモノが対象となるのか，シングル・ウィンドー
を実施するのかどうかも含めた検査体制について，ともに調整していくと
定めている。検問所の業務時間に関しては，24 時間で週 7 日の営業を常
駐スタッフで行うか，もしくは営業時間外でも事前に通知があった場合は
通関手続きのサービスを行うと定められている（第 3 節第 3 項参照）。

このほか，付属文書 4 では 2 ヵ国の検問所の電子化に際しての相互互換
性のための調整義務などが規定されている。同規定では，電子・情報処理
機器やソフトを導入・変更・更新する場合，双方でその互換性を考慮しな
ければならないとされており，あくまでも国境を隔てた 2 ヵ国が国境での
検査体制を相互に調和させていくことが求められている。一方，国境を通
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過させるヒトやモノの優先順位を，①病人および旅行者，②腐敗しやすい
モノ，③生きた動物，④その他商品の検疫，の順に優先していくことが定
められている。

2．車両・コンテナの相互乗り入れ

（1）車両・コンテナの一時輸入

タイのトラックがラオスを経て，ベトナムのハノイまで運んでいくよう
に，メコン地域の域内で車両が自由に往来することは，GMS の輸送円滑
化のめざすべきもののひとつである。しかしながら，各国が CBTA の車
両の相互乗り入れに関する規定の署名に漕ぎ着けたのが 2007 年 3 月 20 日
であり，それまでに多くの時間が費やされている。

実際のところ，国境のトラック積換所で，国境を隔てた 2 ヵ国のトラッ
クが並ぶ，ないしはトラックの後方を相互に寄せ合って，作業員が一方の
国のトラックから他方の国のトラックに物資を積み替える光景がみられる
のが，メコン地域の多くの国境での現状である（写真 1）。ところが，こ

写真 1

トラックを並べて行われる積み替え作業
（中国・雲南省・瑞麗国境にて，2006 年 3 月 8 日筆者撮影）
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うした手続きを経ずに，例えばタイのトラックがラオスを経て，ベトナム
のハノイまで貨物を運ぶことができれば，積み替えに要する時間と労力は
大きく削減される。こうした国境地域での積み替え手続きを省略する仕組
み，ないしはトラックの国境通行証（17）により各国のトラックが相互に乗
り入れられる仕組みが，次第に導入されつつある。しかしながら，トラッ
クやバスが自由に国境を越えて行き来するようになるには，単に障壁を開
放すればよいわけではない。そうした制度を悪用し，受入国ないしはトラ
ンジット（通過）国で物資を密輸する行為を未然に防がなければならない。
そして，同時に本来の趣旨である国境通関時の検査・手続きを簡素化して
いかなくてはならないのである。

例えば，タイからラオスに貨物を輸送する場合，ラオス側は貨物に輸入
関税をかける。しかし，輸送に用いられるトラック（バスや乗用車も同様），
コンテナ，工具やスペア・パーツなどの付属品，タンクのなかのガソリン
や潤滑油は形のうえで輸入はされるものの，再輸出を前提とした「一時輸
入」であることから，これらのものに輸入関税はかけられない。ところが，
同時に余分なものを運搬して，それらが密輸されるのを未然に防止するた
め，車両が入国時と出国時とで一部を除いて変わっていないことが要求さ
れる。このため，車両が国境を通過する場合，車両のスペック（エンジン
の能力や容積，車軸の重量など車両の詳細）や車両の所有者の氏名と住所
などを記載し，搬出国の政府ないし公認機関が発行した「車両一時輸入許
可書」の携帯が求められる。こうした規定が，7 条約では「商業用車両の
一時輸入に関する通関条約（ジュネーブ，1972 年 12 月 2 日）」で規定さ
れる一方，CBTA では本協定第 18 条および付属文書 8「動力車両の一時
輸入」で規定されている。

また，動力車両を分解して，エンジンもしくはシャーシが密輸されるの
を防止する観点から，越境することのできる車両のナンバー・プレート仕
様などを定めた付属文書 2「国際輸送における車両の登録」では，エンジ
ンやシャーシの番号も登録することが求められており，同様の条項は，7
条約では「道路交通に関する交通条約（ウィーン，1968 年 11 月 8 日）」
で規定されている。また，コンテナの一時輸入に関しては，CBTA では
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付属文書 14「コンテナ通関体制」で詳細が規定されており，7 条約では「コ
ンテナに関する通関条約（ジュネーブ，1972 年 12 月 2 日）」で規定され
ている。

（2）トランジット輸送に関連する取り決め

ある国と隣国との間をトラックが往復するのではなく，隣国ないし次の
国を通過し，さらにその隣の国に輸送する輸送形態を「トランジット輸送」
という。メコン地域では，タイからラオスを経由してベトナムに輸送する
場合，ラオスがトランジット（経由もしくは通過）国となる。また，ラオ
スからタイの港を経て，縫製品がヨーロッパに輸送される場合は，タイが
トランジット国となる。トランジット国にとって，そうした取り扱いは貿
易上再輸出として扱われる。トランジット輸送の場合，少なくとも国境地
点を 2 ヵ所以上通過することになるため，国境を通過するたびに検査・手
続きに時間をかけることは，貿易を妨げることになりかねない。このため，
トランジット輸送貨物の場合，トランジット国の国境での通関や検疫の物
的検査を免除することが，貿易円滑化の観点から必要になってくる。

しかしながら，トランジット国で受け入れた貨物が再輸出されるまでに，
国内で密輸されるのを防ぐことも同時に必要となる。そこで，コンテナの
場合は，通常トランジット国に入る前に施錠し，トランジット国を出るま
では少なくとも解錠しない状態にする措置が施される。これを，一般的に
は「シールを貼る」と呼び，実際には解錠が困難な鉛などが用いられる（18）。
トランジット国では，シールが貼られ，輸送業者が自国の「トランジット・
内陸通関証」を提出した場合，基本的には書類で通関を済ませ，物的な検
査が行われないことになっている。

しかし，トランジット国でトラックがハイジャックされるなど，やむを
得ない事情で，結果的に密輸されてしまった場合などは，トランジット国
の税関当局は本来受けるべき関税収入の機会を失うこととなる。ところが，
輸送業者が搬出国の業者である場合，最終的な関税徴収権限は搬出国側に
ある。このため，搬出国政府の公認機関が関税の支払いをトランジット国
に対し保証しなければならず，同時にこの公認機関が，上述の「トランジッ
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ト・内陸通関証」を越境するトラックに発行することになっている。この
機関を「発行・保証機関」と呼び，各国は発行・保証機関を設立し，関係
国間の発行・保証機関同士のネットワークが形成されている。上述のよう
にトランジット国で密売が行われた場合，相当する関税額を，輸送業者の
登録国の発行・保証機関が，トランジット国の発行・保証機関に支払うこ
ととなっている。一方，搬出国の輸送業者は，こうした事態に備えて，予
め自国の発行・保証機関に一定の金額をデポジットすることとなっている。
GMS 各国では，この発行・保証機関として表 2 で示す機関を指定している。

こうした取り決めは，7 条約では「国際道路運送手帳による担保の下で
行う貨物の国際運送に関する通関条約（TIR 条約，ジュネーブ，1975 年
11 月 14 日）」と先述の「モノの国境管理の調和に関する国際条約（ジュネー
ブ，1982 年 10 月 21 日）」で定められ，CBTA では本協定第 7 ～ 8 条，付
属文書 6「トランジットおよび内陸通関体制」で規定されている。

トランジット輸送と関連して，道路税ないし通行料の徴収について言及
しておくこととしたい。例えばタイからベトナムにラオスを経由してトラ
ンジット輸送する動力車両が増えると，当然道路の損傷も進み，道路の補
修費もかさむようになる。このような道路補修費を賄うための道路税や通

表 2　メコン地域各国の発行・保証機関

発行・保証機関名
カンボジア カンボジア国際貨物フォワーダー協会

（Cambodia International Freight Forwarders Association: CAMFFA）
ラオス ラオス国際貨物フォワーダー協会

（Lao International Freight Forwarders Association: LIFFA）
ミャンマー ミャンマー国際フォワーダー協会

（The Myanmar International Freight Forwarders Association: MIFFA）
ベトナム ベトナム自動車輸送協会

（Vietnam Automobile Transportation Association: VATA）
タイ タイ国際フォワーダー協会

（Thai International Freight Forwarders Association : TIFFA）
中国 中国道路輸送協会

（The China Road Transport Association: CRTA）

（出所） ADB バンコク事務所でのヒアリング（2008 年 2 月 12 日および 2009 年 2 月 12 日）に基
づき，各機関のウェブサイトで名称を確認のうえ，筆者作成。
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行料，過積載料金，燃料税を徴収する権限は受入国側に認められている。
同時に，徴収料金に関して，内外無差別の原則により外国人と自国民は同
等でなければならないとも規定されている。ところが，国連が後発開発途
上国に指定した国に限り，国内の車両に対しては特恵料金で徴収すること
が認められており，カンボジアとラオス，ミャンマーがこうしたが後発開
発途上国に該当する。このようなことが，CBTA の議定書 2「トランジッ
ト輸送料金」で規定されている。なお，2008 年 9 月にラオスを訪れた際，
ラオスの国家輸送促進委員会（NTFC）のメンバーである公共事業運輸省
の担当者は，東西経済回廊のラオス区間の通行料が関係国の間で話し合わ
れており，各国との交渉の結果，ADB が試算した米ドル換算料金の 30％
に相当するキープ建ての料金に決まる見込みであると話していた（表 3）。
同金額は，現在徴収している料金と比べると，8 ～ 16 倍に相当するが，
果たして道路補修を行っていくうえで，十分かどうかは蓋を開けてみない
とわからない。

3．ヒトとモノの輸送

意外に思われるかもしれないが，越境交通協定（CBTA）では，ヒトと
モノの移動に関して多くのことが規定されているわけではない。それは，
ヒトとモノを運ぶ車両の越境を規定したものであるからで，実際本協定第

表 3　予定されている東西経済回廊ラオス区間の通行料

現行料金 ADB 提案 妥結案（ADB 案の 30％）
自動車・ピックアップ 2,000 キープ 8 米ドル 25,000 キープ
バス（7 座席以下） 3,000 キープ 16 米ドル 50,000 キープ
バス（8～25 座席） 5,000 キープ 26 米ドル 80,000 キープ
バス（26 座席以上） 10,000 キープ 50 米ドル 150,000 キープ
6 車輪トラック 5,000 キープ 14 米ドル 50,000 キープ
10～12 車輪トラック 10,000 キープ 27 米ドル 80,000 キープ
トレーラー 20,000 キープ 55 米ドル 165,000 キープ

（注） 想定されている為替レートは 1 米ドル約 1 万キープと考えられる。
（出所） ラオス公共事業運輸省担当者から得た内部資料。
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2 条でも，「特に明示されている以外は，貿易やヒトの入出国を直接扱う
ものではない」ことが宣言されている。しかし，ヒトとモノの移動に関し
てまったく規定が定められていないこともないわけで，以下ではヒトとモ
ノの移動について特に明示的に言及している規定を紹介することとしたい。

ヒトの移動に関しては，広義の一般的なヒトの移動に関する規定，越境
輸送に携わる運転手や乗員についての規定，それ以外の旅行者に関する規
定に分けることができる。広義の一般的なヒトの移動に関しては，国境を
通過する際，パスポートもしくはそれに代わる国際渡航証書（国境通行証
など）を提示すること，域内各国は域内他国の国民のパスポートを相互に
承認することが規定されている。次に，検疫を目的とした健康診断は，基
本的には免除されるが，あくまで世界保健機関（WHO）の健康証を保有
していること，感染ないし感染の可能性のある地域から来ていない，ない
しは立ち寄らなかったこと，公衆衛生を脅かす疫病の兆候が外的に認めら
れないことがその条件として求められる。また，公衆衛生を脅かす疫病へ
の感染が発覚した場合，関係当局は，被感染者の渡航が可能な場合は入国
を拒否ないしは帰国を勧告，渡航が不可能な場合は適切な医療措置を隔離
病棟において実施し，しかるべきルートを通じて WHO に速やかに報告し
なければならない。

越境輸送に携わる運転手や乗員については，域内の越境輸送を促進する
観点から，ビザの有効期間を最低 1 年とし，有効期間未満の延長を認めた
数次入国ビザを，域内各国政府は供与しなければならない。他方で，こう
した運転手や乗員のビザの申請に際しては，母国公認の輸送業者が発行す
る雇用証（certifi cate of employment）を，運転手の場合はさらに英語表
示など一定の条件を満たした，国内の運転免許証を提示することが求めら
れている。一方，ビザ発行に要する時間についても，10 日以内と手続き
の迅速化が求められている。

運転免許証については，1985 年 7 月 9 日にクアラルンプールで ASEAN
諸国によって署名された，各国国内の自動車免許証の承認に関する合意に
基づき，各国は域内他国によって発行された運転免許証を承認しなければ
ならない（19）。その相互承認のため，免許証が英語とアラビア数字で記載
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されていることが各国には求められ，またフォームを変更したりする場合，
予め関係各国に報告しなければならない。

越境する旅行者に関しては，携行品が一時輸入されたことになるが，携
行品が一定期間内に再輸出される，ないしは携行品をその国で消費するこ
とを前提に，免税扱いとすることなどが規定されている。こうしたヒトの
移動に関しては，本協定第 5 ～ 6 条と付属文書 5「ヒトの越境移動」で規
定されており，また運転免許証に関しては本協定第 17 条と付属文書 16「運
転免許の基準」で規定されている。

モノの移動に関しては，危険物と腐敗しやすいモノの輸送に関して具体
的に規定されている。危険物とは，爆薬や毒性・腐食・火気物質などが該
当し，こうした危険物は，基本的に越境輸送の対象外とされている。しか
しながら，「危険物輸送に関する国連勧告」の第 2 部の本則条項と 1957 年
9 月 30 日にジュネーブで署名された「危険物の道路国際輸送に関する欧
州協定」で定める一定の条件を満たす場合は，輸送が認められる。具体的
には，危険物の包装と標示，乗員の訓練などが条件付けられている。こう
したことは，付属文書 1「危険物の運搬」で規定されている。

一方，腐敗しやすいモノ（perishable goods）とは，具体的には切り花
や家畜を含む動植物，食品などが該当する。腐敗しやすいモノの場合，危
険物とは逆に，輸送に時間がかかったことで価値が著しく低下することを
防ぐ観点から，それらが輸送に適していることを前提に，病人や旅行者に
次いで，越境移動における検疫などの手続きを優先させるべき物資に指定
されている。ただし，こうしたモノの輸送は，基本的に保健，衛生，植物
衛生上の規定と文書に合致した場合にのみ認められる。また，輸送中の識
別マークの表示，動植物が腐敗しないよう適切な湿度と温度を保つこと，
輸送する容器を清掃し，殺菌消毒することなどが規定されている。こうし
た腐敗しやすいモノの輸送に関しては，付属文書 3「腐敗しやすいモノの
運搬」で規定されている。
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4．設備・制度の共通化などその他の規定

トラックやバスが国境を越えて相互に乗り入れるようになると，設備や
制度が一定の基準の範囲に治まっていることが求められる。トランジット
輸送で，A 国から B 国に入ると制度が変わるとなると，輸送に携わる運
転手や乗員は少なからず困惑するであろうし，それによる事故やトラブル
も少なからず起こり得ることが予想される。これまで述べてきた諸規則も
多分にそうした面を含んでいるが，以下ではこれまで述べていない規定に
関して簡単にその概要を述べることとしたい。

道路や橋の設計基準などの道路工学的基準は，本協定 25 条および付属
文書 11「道路や橋梁の設計，建設基準，および仕様」で規定されており，
これらは主として ESCAP のアジア・ハイウェーの基準に基づいている。
また，道路交通ルールと道路標識，信号の標準化については，CBTA で
は本協定第 26 条と付属文書 7「道路交通規則と標識」で，7 条約のなかで
は「② 道路標識・信号に関する条約（ウィーン，1968 年 11 月 8 日）」で
規定されている。また，荷主と荷受人と輸送業者の 3 者で成立する輸送契
約は，関係国である程度統一化していく必要があるものである。例えば，
貨物が指定した日に届かなかった，ないしは貨物が損傷した，あるいは旅
客が負傷した場合などの責任や免責条項が規定されている。そうした規定
は CBTA では付属文書 10「輸送条件」で定められており，その多くは 7
条約の「⑦ 道路による国際貨物輸送契約に関する条約（ジュネーブ，
1956 年 5 月 19 日）」に基づいて作成されている。また，越境輸送業者に
対する許認可や越境輸送業者として望まれる資質は，本協定第 21 条およ
び付属文書 9「越境輸送における輸送運営業者の免許基準」で規定されて
いる。さらに，国によって商品コードが統一化されていると通関手続きの
迅速化が可能となるが，各国は HS 国際条約第 8 条に基づき，世界関税機
関協議会による決定や改定に対応していかなければならず，他方で各国が
HS コード 6 ケタを超えるケタを用いることで，詳細分類コードを作成す
ることを認めている。これらは付属文書 15「商品分類システム」で規定
されている。
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このほか，国境ゲート周辺で，設置が望まれる設備として，①自動車修
理・保守サービス施設，燃料ステーション，パーキング・エリア，自動車
消毒施設（以上は最低限設ける施設），②貨物関連で，風雨を避けられる
貨物検査所，トラック積替所，倉庫，コンテナ置き場，検疫・消毒施設を
設けること，③乗員や乗客向けで，身体検査施設，休憩所，トイレなど衛
生施設，救急医療施設，④通信・コミュニケーション施設として，電話，
テレックス，ファックス，インターネット，⑤金融関連で，銀行と通貨両
替所，⑥将来各国に設置を求める努力目標として，パスポートの読み取り
機，貨物・コンテナの X 線検査機，自動車プレート読み取り機や，バーコー
ド読み取り機，などを挙げている。また，国境地域で供与されることが望
ましいサービスとして，⑦渡航情報サービス，英語を話すことがでる警官
などの配置，などを挙げている。これらは，付属文書 12「越境・トランジッ
ト設備およびサービス」で規定されている。

このほか，トラック，貨物船，航空機，鉄道などのうち，複数の輸送手
段を用いて運ばれるマルチ・モーダル輸送については，本協定第 34 条の
ほか，マルチ・モーダル国際輸送業務についての取り決めが付属文書 13a

「マルチ・モーダル輸送責任体制」に，域内各国が登録する国際マルチ・モー
ダル輸送業者の適性についての取り決めが付属文書 13b「越境輸送業務の
ためのマルチ・モーダル輸送業者の免許基準」で規定されている。また，
議定書 1「回廊・ルート・（国境）出入り口の指定」および本協定第 20 条は，
第 3 節で述べるに本協定が対象となるルートと国境ゲートを指定したもの
である。議定書 3「輸送サービスの頻度と有効範囲および許可と割当の発
行」は，輸送業者の営業許可の譲渡が不可能であること，域内のある国の
輸送業者がほかの国に営業所の設立を求めてきた場合，求められた国は設
立を認めなければならないといったことが規定されている。

5．総則

総則面で CBTA は，各国に代表機関を設置し，各国の代表が集まる場
を設けるなど域内の協力体制を規定する一方，域内各国がヒトとモノの円
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滑な越境移動を促進するための努力に関する規定，法制度面の規定を盛り
込んでいる。

まず，域内の協力体制に関して，域内各国は，大臣もしくは副大臣ない
し同等の人物が委員長を務める常任の国家運輸促進委員会（NTFC）を設
立することとなっている。この委員会は，関税や出入国管理，検疫など
CBTA の実施に関わるあらゆる関係者の代表をひとつにまとめる役割を
担う。また，各国の NTFC の代表により，国際的な合同委員会（joint 
committee）が組織される。合同委員会は，CBTA が機能しているかどう
かを監視し，評価するとともに，域内各国相互の議論の場を提供し，紛争
の平和的な解決のためのフォーラムとして機能することが期待されている

（本協定第 28 ～ 29 条）。
法制度面の規定に関しては，CBTA が法的に効力を有するのは，域内

のすべての国が批准し，合意を承認した日と定めている。また，各国は，
必要に応じて，国内規定を CBTA に合わせるべく着手すると規定する一
方，CBTA のいかなる留保も認められないと規定している。ただし，国
家の安全を脅かす緊急事態が発生した場合においては，各国は CBTA を
一時的に停止することが可能である（本協定第 37 ～ 40 条）。

この項の最後として，紛争解決と協定の改定について，まず CBTA の
解釈や運用を巡る各国間の紛争は，関係国間で直接ないしは合同委員会に
おいて友好的な交渉を通じて解決されなければならないと規定している

（本協定第 42 条）。改定に関しては，各国とも CBTA の改定を，合同委員
会を通じて申請することができ，そうした改定が効力をもつ時期について
は，関係国の満場一致を必要とすることが規定されている（本協定第 43
条）。
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第 3 節　各国境の覚書（MoU）

1．覚書が締結された国境とその概要

2003 年末の越境交通協定（CBTA）の本協定批准を受け，2004 年 4 月
に議定書 1「回廊・ルート・（国境）出入り口の指定」が署名された。同
議定書で CBTA が適用されるルートと国境は以下の通りである。

（1）南部経済回廊
　a）中央サブ回廊（バンコク－ヴンタウ間）
　　①ポイペト（カンボジア）＝アランヤプラテート（タイ）
　　②モクバイ（ベトナム）＝バベット（カンボジア）
　b）GMS 南部沿岸サブ回廊（バンコク－ナムカン間）
　　③チャムジアム（カンボジア）＝ハートレック（タイ）

（2）東西経済回廊（モーラミャイン－ダナン間）
　　④ミャワディ（ミャンマー）＝メーソット（タイ）
　　⑤サワンナケート（ラオス）＝ムクダーハーン（タイ）
　　⑥ラオバオ（ベトナム）＝デンサワン（ラオス）

（3）南北経済回廊
　a）昆明－バンコク間（ラオス・ルート）
　　⑦ボーテン（ラオス）＝磨憨（中国）
　　⑧チェンコーン（タイ）＝フアイサーイ（ラオス）
　b）ミャンマー・ルート
　　⑨メーサイ（タイ）＝タチレク（ミャンマー）
　c）昆明－ハイフォン間
　　⑩河口（中国）＝ラオカイ（ベトナム）

（4）その他のルートと国境
　a）昆明－ラショー間
　　⑪瑞麗（中国）＝ムセ（ミャンマー）
　b）ビエンチャン－シハヌークビル間
　　⑫ブーンカム（ラオス）＝ドンクラロー（カンボジア）
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　c）ナートゥイ－バンコク間
　　⑬ターナーレーン（ラオス）＝ノーンカーイ（タイ）
　d）ビエンチャン－ハティン間
　　⑭ナムパオ（ラオス）＝カウチェオ（ベトナム）
　e）チャンパーサック＝ウボンラーチャターニー間
　　⑮ワンタオ（ラオス）＝チョンメク（タイ）

これらの国境のうち，①～⑪と⑬の国境はこの後の章で扱うが，⑫，⑭，
⑮の国境に関しては，本書では対象としていない。2004 年 8 月の第 8 回
STF 会議では，CBTA の付属文書・議定書の署名・批准に予想外の時間
がかかるなか，署名・批准の前に越境手続きの簡素化を実施していく方針
が示され，CBTA を最初に実施する（initial implementation）国境として
15 の国境のうち，

①ポイペト（カンボジア）＝アランヤプラテート（タイ）
②モクバイ（ベトナム）＝バベット（カンボジア）
④サワンナケート（ラオス）＝ムクダーハーン（タイ）
⑤ラオバオ（ベトナム）＝デンサワン（ラオス）
⑨河口（中国）＝ラオカイ（ベトナム）

の 5 つが選ばれ，各国の合意が得られた。その実施に際し，覚書（MoU）
が国境を隔てた各国の間で検討され，締結された（表 4）。

MoU の目的は，①シングル・ストップおよびシングル・ウィンドー検
査体制と時間外通関の詳細を定め，② CBTA 実施に際して求められる様々

表 4　これまで締結された越境交通協定（CBTA）の MoU

国境名 MoU 締結国 MoU 締結日
ラオバオ＝デンサワン国境 ベトナム・ラオス 2005 年 3 月 25 日
サワンナケート＝ムクダーハーン国境 ラオス・タイ 2005 年 7 月 4 日
ポイペト＝アランヤプラテート国境 カンボジア・タイ 2005 年 7 月 4 日
モクバイ＝バベット国境 ベトナム・カンボジア 2006 年 3 月 31 日
河口＝ラオカイ国境 中国・ベトナム 2007 年 3 月 20 日

（出所） 各覚書のコピー（ADB のウェブサイト）に基づき筆者作成。
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な体制の整備と情報公開などに期限を設け，③すべての付属文書や議定書
が有効となるまでの暫定措置を決めることにある。

①については，以下の項で詳細に述べることとする。②の期限の設定に
関しては，トランジット輸送の実施など実施体制の整備に関する期限を設
定する一方，様々な規則に関する情報の英語や現地語による提供，また
CBTA の効果を測定する調査を実施する期限などが定められている。し
かしながら，そうした期限を設定した項目の数は 100 以上にも及ぶが，そ
のように設定された期限のほとんどが守られていないのが実情である。

③の暫定措置に関しては，ベトナム・ラオスのラオバオ＝デンサワン国
境の MoU が締結された 2005 年 3 月時点で，7 つの付属文書・議定書が署
名されておらず，MoU のなかでこれらの規定に関連する部分は暫定措置
が定められている。暫定措置として，ラオバオ＝デンサワン国境，サワン
ナケート＝ムクダーハーン国境，モクバイ＝バベット国境，河口＝ラオカ
イ国境では，それぞれ

・ラオス・ベトナム二国間道路交通協定（1994 年 2 月 24 日，ハノイにて
署名）

・タイ・ラオス間の道路交通に関する二国間協定（1999 年 3 月 5 日，バ
ンコクにて署名）

　タイ・ラオス間道路交通調整に特化した二国間補足協定（2001 年 8 月
17 日，バンコクにて署名）

・カンボジア・ベトナム間の道路交通に関する協定（1998 年 6 月 1 日，ハ
ノイにて署名）

・ベトナム・中国間の道路交通に関する協定（1994 年 11 月 22 日，ハノ
イにて署名）

といった，従来からの二国間の道路交通協定が適用されることが定めら
れている。他方，ポイペト＝アランヤプラテート国境については，その他
の貿易，通関，出入国，保健，農業の分野での二国間条約や協定に基づい
て決めるとされ，MoU に特定の協定は記されていない。また，その他の
国も，道路交通協定に加え，カンボジアのように通関・出入国管理・検疫
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（CIQ）に関する二国間協定・条約が，暫定措置として運用されることになっ
ている。

2．シングル・ストップとシングル・ウィンドー

各国境の二国間覚書（MoU）には，添付資料としてシングル・ストッ
プとシングル・ウィンドーの検査手続きが詳細に規定されている。具体的
には，①一般原則，②段階ごとに分けられた実施手順，③治外法権が伴う
作業方法と原則，④現場担当者の研修と人材育成，⑤国境ゲートの担当者
間の協力，⑥インフラ整備，⑦リスク管理方法，⑧各段階でベンチ・マー
クとして想定される通関時間，などが規定されている。各規定に関しては，
どの国境でもほぼ同じ内容となっている条項と，国境ごとに内容が異なっ
ている条項とが存在する。そこで，以下では共通条項と国境によって異な
る条項について述べることとしたい。

（1）共通条項

①の一般原則については，ヒトとモノ，車両が，国境で 2 ヵ国の担当官
により合同で行われる越境交通規定並びに越境検査に従わなければならな
いとされている。他方，国境ゲートの担当官にはベンチ・マークで想定さ
れる時間（表 5）内に通関手続きを済ませるよう，検査時間の短縮に努め
ることが求められている。また，シールが貼られた貨物は原則として物的
検査の対象外となるなど，トランジット輸送の原則も規定されている。シ
ングル・ストップ検査では，出国時と入国時とで 2 回行われていた手続き
と検査が，入国側だけで行われることを原則としているが，例外として「生
きた動物」については，出国側だけで手続きと検査が行われる。また，出
国側の担当官は，入国側での手続きと検査業務に入国側担当官と一緒に当
たることとなっている。

③の治外法権が伴う作業方法と原則については，シングル・ストップ検
査で，出国側の担当官が入国側で一緒に検査する際に求められるいくつか
の原則が定められている。出国側の担当官が入国側に越境するに際し，1）
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パスポートを携行せず，またビザ取得も必要でないこと，2）業務上の必
要性から自国から持ち込む道具や機器が，輸出入禁止条項並びに課税の対
象外となること，3）入国側で安全で衛生的な業務スペースを供与される
こと，4）出国側担当官は入国側で犯した罪に対しては逮捕されたり，制
裁を受けることはないこと（ただし，国外追放となる），などが規定され
ている。

ヒトやモノ，車両が検査をパスしなかった場合の原則が 3 つの場合につ
いて定められている。第 1 は，出国側の法律違反が入国側で発覚した場合，
違反となったヒト，モノ，車両は出国側に戻される（20）。第 2 は，入国側
の法律違反が入国側で発覚した場合，通常の国内法に基づき，通常の主権
国家の権限が行使される。第 3 は，双方の国の法律違反が入国側で発覚し
た場合，入国側で主権国家の権限に基づき法律が執行された後に，ヒト，
モノ，車両が出国側に戻される。このように，司法権は，法律違反のあっ
た国に属することが原則となている。双方の国の法律違反があった場合は，
司法権は双方の国にあると解釈されるが，双方の国で同じ罪状で訴追され
る場合は，司法権の行使が 2 度行われることはないとする「一時不再理の
原則」が適用される。また，国境をまたぐ二国間で，ヒトやモノ，車両の
扱いを巡って論争となった場合，CBTA の原則に従い，友好的な交渉を
通じて対処するか，各国代表が集まる合同委員会の場で処理されることと
なっている。

④現場担当者の研修と人材育成に関しては，越境協定の手続き，英語と
国境を隔てた相手国の言語，ほかの省庁の越境手続き，相手国の法規定に
ついての研修が行われることになっている。インフラ整備に関しては，そ
れぞれ入国する車両が通る道路の側面に税関や検疫の物的検査を行う共同
検査場（CCA）を設置することが規定されている。また，リスク管理方
法に関しては，密輸や盗難，感染症の場合，出身や行き先，国籍，車両の
タイプなどからある種の「ブラック・リスト」のようなものを，各国境ゲー
トで作成しなければならないことが規定されている。



93

第 2 章　越境交通協定（CBTA）と貿易円滑化

（2）国境ごとに異なる条項

②の段階ごとに分けられた実施手順については，国境ごとに少し異なっ
ている。まず，ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境（ど
ちらもベトナムの国境）は 4 段階方式を採用しているのに対し，サワンナ
ケート＝ムクダーハーン国境とポイペト＝アランヤプラテート国境（どち
らもタイの国境）は 2 段階，河口＝ラオカイ国境は 3 段階で完了する仕組
みとなっている。

ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境で採用される 4 段
階方式（21）の各段階は以下のようになっている。第 1 段階は，税関の物的
な検査を入国側の共同検査場（CCA）で行うというものである。第 2 段
階は，税関の手続きや申告フォームを共通化して，輸出入者は税関の手続
きを出国側でやる必要はなく，入国側だけでやればよいというものである。
第 3 段階は，検疫の物的検査と手続きの双方が入国側だけになるというも
ので，出国側の手続きは運転手や乗組員，乗客の出入国管理だけになる。
そして，第 4 段階は出入国管理を含めすべての CIQ の手続きが，入国側
だけになるというものである。なお，この 4 段階方式はシングル・ストッ
プについて詳細に定めているものの，CIQ の窓口一元化のシングル・ウィ
ンドーに関しては，MoU 本体で第 1 段階導入時と定めているに過ぎない。
また，ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境では，第 1 段
階に入る前の段階について，前者ではトランジット輸送と車両の相互乗り
入れを認めていたのに対し，後者ではトランジット輸送は認めておらず，
また国境での積み替えが前提とされている点で異なっている。

サワンナケート＝ムクダーハーン国境とポイペト＝アランヤプラテート
国境で採用される 2 段階方式は，タイが自国の公務員の他国での業務遂行
を認めていないことが理由で，2 段階に分けられている。第 1 段階では，
出国側の税関や検疫などの各機関の手続きが合同でかつ同時に行われると
し，シングル・ウィンドー化を明示的に規定している。加えて，税関と検
疫の物的検査を入国側で行うこととされている。ただ，この場合出国側の
担当者は検査に立ち会うだけで，法の執行は伴わない。そして，出国側の
法律違反が発覚した場合，入国側担当官は必要な書類や情報を提供し，（違
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反の対象となったヒト，モノ，車両を出国側に戻すべく）尽力しなければ
ならない（22）。第 2 段階は，税関・出入国管理・検疫（CIQ）の手続きと物
的検査のいずれもが，入国側のみになる。

河口＝ラオカイ国境では，第 1 段階は税関と検疫の物的検査の入国側で
の一元化，第 2 段階はそれらの手続きの入国側での一元化，第 3 段階は出
入国管理の入国側での一元化の 3 段階構成になっている。このうち，第 1
段階では，シングル・ウィンドーが明示的に含まれている。また，第 1 段
階を第 1 フェーズ，第 2・3 段階を第 2 フェーズと位置づけている。

さて，こうしたシングル・ストップ化とシングル・ウィンドー化に向け
た各段階のステップが達成されることで，どの程度の効果が想定されるの
であろうか。MoU の添付資料では，ステップごとにベンチ・マークとな
る通関時間を設定している（表 5）。なお，段階の分け方は国境によって
異なることから，最後の段階を最終段階としている。表をみると，まず現
状では商用車・非商用車に限らず，モクバイ＝バベット国境と河口＝ラオ

表 5　ベンチ・マークとして想定される段階ごとの国境での検査時間
〈商用車の場合〉

国境名 実施前 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 最終段階
ラオバオ＝デンサワン国境 4時間以内 2時間 1時間 45分 30分以内
サワンナケート＝ムクダーハーン国境 4～5時間 2時間 30分
ポイペト＝アランヤプラテート国境 4～5時間 2時間 30分
モクバイ＝バベット国境 6時間 2時間 1時間半 45分 30分以内
河口＝ラオカイ国境 4～6時間 2～3時間 30分以内

〈非商用車の場合〉

国境名 実施前 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 最終段階
ラオバオ＝デンサワン国境 1時間 45分 30分 15分 5分
サワンナケート＝ムクダーハーン国境 40分～1時間 20分 5分
ポイペト＝アランヤプラテート国境 50分 30分 5分
モクバイ＝バベット国境 2時間 45分 30分 15分 5分

（注） 1） 中国は第 1 段階ではなく，第 1 フェーズ，第 2 フェーズに分かれている。
 2） 河口＝ラオカイ国境の MoU では，対象を商用車に限定している。
 3） サワンナケート＝ムクダーハーン国境とポイペト＝アランヤプラテート国境では，

最終段階である第 2 段階導入前でも，商用車で 30 分，非商用車で 5 分の通関は可能
であるとしている。

（出所） 各覚書のコピー（ADB のウェブサイト）に基づき筆者作成。
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カイ国境の通関時間がほかの国境と比べると長くなっている。モクバイ＝
バベット国境は，第 3 章の注 44 でも記されているように，出入国管理の担
当官が不正に賄賂を請求することもあるとの評判が聞かれる国境である（23）。
ただ，こうした国境でも最終的には，商用車の場合で 30 分，非商用車の
場合で 5 分となることが期待される。

次に，それぞれの国境の各段階の実施期限をみてみることとしたい（表
6）。表 5 と同様に，国境によって段階の数が異なることから，一番右の列
を最終段階としている。導入次期は河口＝ラオカイが 2007 年となってい
る以外は，2005 年から 2006 年にかけての期間となっており，最終段階ま
でに要する時間も 2 ～ 3 年となっている。しかし，すでに実施段階に入っ
ているのはベトナム・ラオスのラオバオ＝デンサワン国境が第 2 段階に
入っている（第6章参照）（24）ほか，サワンナケート＝ムクダーハーン国境で，
第 2 メコン友好橋の開通式典の行われた 2006 年 12 月 20 日に第 1 段階の
シングル・ウィンドウーが導入されている以外は，河口＝ラオカイ国境が
2008 年 12 月に第 1 段階に入ったとの話を聞いているに過ぎない（25）。その
他の国境では，まだ第 1 段階にも入っていないのが現状である。したがっ
て，ベンチ・マークで想定される時間など，MoU の規定をみると様々な
期待感が膨らむ内容となっているが，現実は規定に大きく遅れている。

このほか，国境ゲートの担当者間の協力については，ラオバオ＝デンサ
ワン国境とモクバイ＝バベット国境が最低月に 1 回の定例会議を国境担当
者間でもつと規定している一方で，サワンナケート＝ムクダーハーン国境
とポイペト＝アランヤプラテート国境は，「例えば月に 1 回など」定例会

表 6　シングル・ストップとシングル・ウィンドーの各段階の実施期限

国境名 第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 最終段階
ラオバオ＝デンサワン国境 2005年6月30日 2006年6月30日 2006年12月31日 2008年6月30日
サワンナケート＝ムクダーハーン国境 2005年12月31日 2006～2007年
ポイペト＝アランヤプラテート国境 2005年12月31日 2008年以内
モクバイ＝バベット国境 2006年9月30日 2007年9月30日 2008年3月31日 2008年9月30日
河口＝ラオカイ国境 2007年9月30日 関連法改正後

（注） 河口＝ラオカイ国境は第 1 段階ではなく，第 1 フェーズ，第 2 フェーズに分かれている。
（出所） 覚書のコピー（ADB のウェブサイトなど）に基づき筆者作成。
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議を担当者間でもつなど，より緩い規定になっている。

3．業務時間外通関などの規定

越境交通協定（CBTA）の付属文書 4「越境手続きの簡素化」では，国
境検問所に週 7 日 24 時間の営業をするか，それとも業務時間を予め定め，
事前の連絡があった場合に限り，業務時間外の越境手続きを行うことを求
めている。この規定に対して，これまでみてきた 5 つの国境では，後者の
業務運用を選択している（第 2 節第 1 項参照）。

通常の業務時間は表 7 の第 2 列目で示されている通りである。業務時間
はモクバイ＝バベット国境の 12 時間からサワンナケート＝ムクダーハー
ン国境の 16 時間まで，意外にもバラツキが大きい。これに対して，こう
した業務時間外の検問所通関を輸送会社や非商用車で越境する民間人など
が希望する場合，ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境で
は，通過が予定される24時間前までに申請書をfaxないしはメール，テレッ
クスにより通達しなければならないと規定している。他方，上記以外の 3
つの国境では，申請書の到着は業務時間内でしかも国境通関予定時間の
24 時間前までと規定している（表 7）。申請書には到着予定時間に加え，
必要とされる担当官を予め勤務させることができるように，ヒトの越境か

表 7　業務時間外通関の申請条件

国境名 業務時間 申請書提出期限
（通関予定時間が基準）

当局の回答期限
（受領時が基準）

ラオバオ＝デンサワン国境 7:00 ～19 :30 24時間前 6 時間以内
サワンナケート＝ムクダーハーン国境 6:00 ～22 :00 業務時間内で24時間前 6 時間以内
ポイペト＝アランヤプラテート国境 7:00 ～20 :00 業務時間内で24時間前 4 時間以内

モクバイ＝バベット国境 6:00 ～18 :00 24時間前 8 時間以内もしくは翌
日開始後 4 時間以内

河口＝ラオカイ国境 8:00 ～23 :00 業務時間内で24時間前 8 時間以内

（注） 1） 河口＝ラオカイ国境の業務時間はベトナム時間で示されており，中国時間では 7:00
～23 : 00 となる。

 2） 業務時間は，覚書のなかで記されているものである。実際に運用されている業務時
間については，最終章の表 3 と表 4 を参照されたい。

（出所） 各覚書のコピー（ADB のウェブサイトなど）に基づき筆者作成。
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モノの越境か，検疫を必要とするモノかどうかなどを記入しなければなら
ない。なお，ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境では，
申請書の送付先は出国と入国の検問所の適切なる機関と定めているが，そ
の他の後者 3 国境では州・省・県（province）や国の首都の機関でもよい
ことになっている。

こうした申請書を受けた国境検問所では，表 7 の 3 列目に示す時間内に
業務時間外の通関などに応じられるかどうかを返答しなければならない。
応じられない場合には，その正当な理由を英語で返答することが求められ
る。また，時間外越境手続きに支払われる料金は，ラオバオ＝デンサワン
国境とモクバイ＝バベット国境では，国境検問所で現金で支払われなけれ
ばならないのに対し，その他の 3 国境では指定された銀行への振り込みも
認めている。このような業務時間外越境手続きの申請は，各国境とも第 1
段階に入る時点で実施されなければならないとされている（26）。

第 4 節　 越境交通協定（CBTA）の実施に際しての課題
と展望

これまでみてきたように，ソフト面の越境障壁を取り除く必要があると
して越境交通協定（CBTA）の雛形が検討されるようになったのが 1995 年，
協定本文がタイ，ベトナム，ラオスの 3 ヵ国によって署名されたのが
1999 年，6 ヵ国によって署名・批准されたのが 2003 年で，8 年の年月を
要している。付属文書と議定書に関しては，2001 年に検討が始まり，20
文書すべてが署名されたのが 2007 年，批准に関してはタイとミャンマー
が 2010 年 2 月現在まだ行っていない。仮に 2010 年中に批准されるとして
も，同様に 9 年の月日を要していることとなり，合わせると検討から批准
まで 15 年の年月が過ぎたことになる。

覚書（MoU）の締結時点で効力をもっていない付属文書と議定書に関
しては，MoU のなかで暫定的な措置を決めたうえで，各国境で実施でき
るよう設計されており，その点で MoU の実施に何ら支障がないはずであ



98

る。ところが，モクバイ＝バベット国境では，CBTA の第 1 段階の実施
も始まってはいない（第3章参照）。ポイペト＝アランヤプラテート国境は，
国境ゲート周辺にカジノなどの建物がすでに林立し，共同検査場のスペー
スを確保することが難しいことから，別の場所に国境ゲートを移すことが
MoU に記載されている。しかし，2009 年 9 月 17 日に，車両の相互乗り
入れの覚書がタイとカンボジアとの間で結ばれ，実施検討段階にようやく
入ったところである（第 5 章参照）。サワンナケート＝ムクダーハーン国
境では，タイの職員がラオス側で勤務することを認める法案がまだ通過し
ていないとのことで，シングル・ウィンドー化の第一段階には入っている
が，シングル・ストップ化は始まっていない。ただ，ラオス側は少なくと
も共同検査場（CCA）を含め，第 2 メコン友好橋ができた際に整備が進
んでおり，タイ側の法案の通過で一気に加速する可能性もあり得る。河口
＝ラオカイ国境は，シングル・ストップ通関が 2006 年 1 月に始まったと
聞いているが，2008 年 8 月に筆者が訪れた際，共同検査場（CCA）での
共同検査の現場はみることができなかった。他方，すでにスタートしてい
るデンサワン＝ラオバオ国境でも，税関の手続きと書類の一元化に時間を
要しているほか，デンサワン側で共同検査場（CCA）やベトナム人職員
が勤務するスペースなどをもつ検問所の建物が整備されていない。税関手
続きや書類の一元化に関しては，双方の国境担当者のみならず複数の政府
機関が関わることから，調整が難航していると聞く（第 6 章参照）（27）。つ
まり，デンサワン＝ラオバオ国境を除けば，シングル・ストップ化の段階
に入った国境はまだ存在しないわけで，同国境も含め国境での越境手続き
は第3節の1で述べた従来からの二国間の道路交通協定が適用されており，
表 6 で示されているような MoU で決められた期限の多くは守られていな
い。

CBTA が実際に運用されない理由はなぜであろうか。最もよく聞かれ
るのは，中央政府の交渉に参加している参加者は，英語の 20 もの文書を
ある程度理解しているが，英語を母国語としないメコン地域の国々の国境
検問所の職員が理解するまでには相当時間がかかるとのことである。この
ため，CBTA の協定本文，付属文書，議定書，MoU を含めた文書を現地
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語に翻訳することが必要といわれてきた。しかし，この点については前進
が認められ，2008 年から 2010 年にかけて CBTA のベトナム語，タイ語，
ラオス語，中国語，クメール語の翻訳が行われており，クメール語を除い
て，すでに出版されている（28）。クメール語版の出版とビルマ語版の翻訳
が待たれるのと同時に，現場の職員の研修が必要となろう。第 2 に，シン
グル・ストップ化を進めるに際しては，税関のみならず，出入国管理，保
健と動植物検疫を担当する複数の政府機関が二国間で話し合わなくてはな
らない。その点で，政府内のセクショナリズムがひとつの障壁となってい
る。例えば，CBTA に署名しているのは運輸部門の閣僚で，国家輸送促
進委員会（NTFC）には財務省や貿易関連の省庁など関連省庁の幹部は入っ
ているものの，モクバイ＝バベット国境では財務省関係者が，CBTA は
運輸部門の閣僚が勝手に署名をしたもので，署名内容には承服し兼ねる旨
の態度を示したことで，税関当局の協力が得られないままであるとの話を
聞いた（29）。その意味では，国にもよるが，こうしたセクショナリズムに
対処するためには，首相級のイニシアティブが必要な場合もあり得る。た
だ，首相のイニシアティブに加え，現場の末端での調整も同時にしっかり
行われていなければならない。第 3 は，CBTA の条文と国内法との間に
矛盾があるがゆえに進まないケースもある。タイの公務員が他国で勤務で
きないとの法律もそのひとつであるし，同様な法律は中国にも存在すると
いう（30）。このように国内法と CBTA との整合性を調整し，CBTA に対す
る国内の支援体制を整備する必要性は，CBTA 批准後も求められる。第 4
は，各国の取り組み姿勢である。GMS のオーナーシップが各国にあると
いっても，国によってどこまで真剣に取り組んでいるのかは，期限の約束
が果たされていないことからも，少々疑わしく感じられる。

最後に，バンコクからハノイへの一貫輸送に少なからぬ日系企業の関心
があると思われるので，その現状について言及したい。これまで，ラオス
とタイ，ラオスとベトナムは相互に車両を乗り入れることが可能であった。
ところが，タイは右ハンドル，ベトナムを含むメコン地域のその他の国は
左ハンドルであり，ベトナムではそれまでの法律で右ハンドル車の走行が
禁止されていた。このため，タイの車両はラオバオの第 2 国境ゲートまで



100

しか乗り入れることができなかった。しかし，2009 年 6 月 11 日にタイ，
ラオス，ベトナムの 3 ヵ国で，タイの車両はベトナムのダナンまで，ベト
ナムの車両はタイのコーンケーンまで相互に乗り入れることが可能とな
り，各国とも 400 台の枠内で相互乗り入れが可能な車両を認可していくこ
ととなった。すでに日系を含む物流企業が同枠を申請し認められているが，
バンコクからハノイにモノを運ぶ場合は，依然としてどこかで積み替えを
せざるを得ず，ラオス国内にタイとベトナムの車両が乗り入れ，そこで 1
度積み替えが行われているのが現状である（31）。

以上みてきたように，CBTA の実施は 2008 年以降で前進が認められる
ものの中長期でみれば大幅に遅れており，実施を妨げる要因も依然として
山積している。しかしながら，遅れているといっても，進展しているのも
確かであり，原型をとどめることができるどうかは別にして，いずれ実現
する方向にあることには違いない。

おわりに

これまで，越境交通協定（CBTA）の形成過程とその内容，また初期実
施の対象となった 5 つの国境における覚書（MoU）の内容をみてきた。
CBTA 成立に向け，これまで多大な時間とエネルギーが費やされてきた
ことはわかったが，同時に現場で実現していくまでには，依然として多く
の課題が残されていることも明らかになった。しかし，ゆっくりではあるが，
CBTA の実現に向け，後退せずに前進してきていることも明らかである。

CBTA の形成過程でもみてきたように，当初より CBTA はサブ地域交
通フォーラム（STF）で議論されてきており，その内容は旅客も含んでい
るが，モノの移動に関していえば，貿易円滑化の要素も多く含んでいる。
他方で，GMS 経済協力プログラムでは，貿易円滑化ワーキング・グルー
プ（TFWG）も 1999 年 11 月 1 ～ 2 日に第 1 回会合がスタートしており，
この場で国境地域における税関・出入国・検疫（CIQ）の手続きの簡素化
と統一化に向けた取り組みが行われてきている。貿易円滑化に関しては，
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国連アジア太平洋経済社会理事会（ESCAP）や ASEAN でも様々なスキー
ムが実施されてきている。こうしたなか，貿易円滑化の流れは情報通信技
術（ICT）を駆使した方向に進んでいくことになると思われる。そこで，
最後にこうした他の機関のスキームや ICT 化の動きを簡単に紹介したう
えで，CBTA を含めたこの地域の貿易円滑化の展望を示しながら，この
章を結んでいくこととしたい。

GMS プログラムの貿易円滑化ワーキング・グループ（TFWG）では，
2002 年 11 月の GMS サミットで，中国が ASEAN・中国自由貿易地域

（ACFTA）を支援するものとして提案した「貿易・投資円滑化アクション・
プラン（TIFAP）」が，2004 年 11 月 11 ～ 12 日に開催された第 4 回
TFWG 会議で，「貿易円滑化・投資に関するアクションのための戦略枠組
み（SFA-TFI）」として再提案され，検討されてきた。その結果，2005 年
4 月 25 ～ 26 日の TFWG 特別会議で大枠が決定され，進められている

（TFWG 特別会議議事録）。SFA-TFI は，①税関手続き，②検査・検疫，
③貿易・物流，④ビジネスマンの移動，を優先分野に指定している。①の
税関手続きと②の検査・検疫では，ASEAN や世界貿易機関（WTO），世
界保健機関（WHO），国連食糧農業機関（FAO），国際標準化機構（ISO）
などで進められている国際協定などに則った手続きや申請書類の統一化を
推進することをめざしている。③の貿易・物流は，経済回廊でのプロジェ
クトと CBTA に加え，物流のプラス・アルファが必要であるとのことで，
倉庫・保管やコンテナ化とパレット化，フォーク・リフトやクレーンなど
の機材の活用，倉庫・貨物・輸送管理システムなどによる効率化を課題と
して挙げている。④のビジネスマンの移動は，2002 年 11 月 4 日に締結さ
れた ASEAN 観光協定の第 2 条で，ASEAN 諸国の国民が域内を訪問する
場合ビザを免除することが規定されているほか，GMS 域内ではエーヤー
ワディ・チャオプラヤー・メコン経済協力戦略（ACMECS）でも同様の
スキームの検討が進められている（32）。加えて SFA-TFI では，中国を含む
第三国人がメコン地域を訪問する場合にもビザ免除を検討していくという
ものである（33）。

また，SFA-TFI で進められている内容と CBTA との間には共通部分が
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ないわけではない。こうしたことから，GMS プログラムでは，CBTA の
検討会議の場を2004年 8月 3～4日開催のサブ地域交通フォーラム（STF）
の第 8 回会議を最後に，各国の国家輸送促進委員会（NTFC）の合同委員
会に移す一方，CBTA と貿易円滑化を担当する ADB のスタッフが ADB
バンコク事務所に常駐するような体制に移行させている。その点で，
CBTA と貿易円滑化の課題がより幅広い面から検討されることが期待さ
れる。

ASEAN については，ASEAN 統一関税コード（AHTN）を 2004 年 4
月に導入，全世界で共通化されている HS 関税コードの 6 ケタに 2 ケタを
加えた ASEAN 独自の 8 ケタ・コードを域内取引に適用，ASEAN 先発 5 ヵ
国に加え，ベトナムがすでに AHTN を導入している（若松［2005］）。また，
ASEAN 経済閣僚会議（AEM）は，2005 年 12 月 9 日に ASEAN シングル・
ウィンドー（ASW）（34）の仕組みを導入することを決定している（35）。ASW
は，通関手続きの一本化と輸出入書類の電子通関を導入することで，複数
の行政機関にまたがる申請や許認可の手続きをひとつの電子申告フォーム
で提出すると，一括して承認を受けることができる仕組みである。すでに
ASW は先発 ASEAN の国々によって導入されており，CLMV 諸国も
2012 年までに導入することとなっている（若松・助川［2005］）。他方，
ESCAP については，貿易円滑化に関する途上国各国でワークショップを
開催する一方，研修マニュアルを作成している（第 2 回 TFWG 議事録）（36）。

なお，ICT 化に関しては，今後はタイやベトナムで導入されている通関
手続きの電子化が進められる方向にある。カンボジアはすでに国連貿易開
発会議（UNCTAD）が開発した途上国向け税関電子化システムである税
関データ自動システム（ASYCUDA）をシハヌークビル港などで導入，
書類の単一化に努めている（ASEAN-Japan Center［2006］）。また，ラオ
スでも同システムの導入が検討されている（37）。ただ，こうしたシステム
が国境地域に導入されるまでには，まだ時間を要するのかもしれない。現
在，日本の物流企業の間では，電子通関に加え，貨物や荷役機材に IC タ
グを付ける一方，グローバル・ポジショニング・システム（GPS）をトラッ
クに携帯させることで，運送中の荷物の集中管理を導入しようとしている。



103

第 2 章　越境交通協定（CBTA）と貿易円滑化

2007 年度に経済産業省と国土交通省が実施した走行実験でも，こうした
実験を行っているが，IC タグの読取機が国によって仕様が異なるため，
数種類の読取機を持ち歩く必要があるほか，東西経済回廊のラオスとベト
ナムの一部の区間で携帯電話が通じない区間があると報告されている（経
済産業省・国土交通省［2008］）。実は CBTA の覚書（MoU）でも，国境
をまたぐ 2 ヵ国を電話回線ないしは ICT で結ぶことはすべての国境の
MoU に盛り込まれており，モクバイ＝バベット国境では国境検問所と首
都の政府機関を結ぶことも規定している。

したがって，今後は CLM 諸国の国境検問所における電子通関システム
の導入と税関など現場の職員の研修も求められる。以上，CBTA 導入ま
での道のりは確かに長い。しかし，国家間の調整と国内の中央省庁と国境
検問所で働く末端の担当官の距離が縮小されれば，こうした ICT 技術の
進歩とともに，国境での通関・出入国・検疫（CIQ）の手続きが，場合によっ
ては急速に改善される可能性があるように思える。CBTA をはじめとす
る貿易・輸送円滑化が実現したとき，中国，ASEAN，南アジアの陸路輸
送は大きく変わっていくこととなろう。

〔注〕
⑴ メコン地域を含め，ASEAN の物流に関しては，ジェトロ［2008］が詳しい。
⑵ 付属文書は本協定を詳述する意味での文書，議定書は本協定とは独立しているが，

予め定めておかなくてはならない文書を意味する。
⑶ 第 3 節で述べる CBTA の早期実施のための二国間覚書は，付属文書と議定書の署

名と批准が遅れるなか，その署名・批准に先駆けて補完規定を盛り込むことで
CBTA の実施前倒しを狙ったものであるが，付属文書や議定書では定められていな
い細則も盛り込んでいる。

⑷ CBTA の交渉に関する，会議の日時や開催地や検討事項の詳細は付表 1，付表 2 に
示されているので，必要に応じて参照願いたい。

⑸ 会議の議事録の参照について，GMS 関連会議の議事録は，閣僚会議の第 1 ～ 7 回
の議事録を除き，すべて ADB のウェブサイトから入手している。参照時期は 2007
年から参照しているが，会議資料並びに CBTA の条文などでウェブサイトから消さ
れているものはない（2009 年 12 月 13 日確認）。

⑹ ハード面が physical との表現が用いられているのに対し，ソフト面の障壁は非物
的障壁（non-physical barrier）との表現が用いられることが多い。

⑺ このほか，同会議の議事録では，域内のトランジット国としての機能しか果たすこ
とができず，国境を開放しても恩恵が少ないとして，それまで開放に消極的であっ
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たラオスの代表団が，ラオスはメコン地域を横切る交通網の要衝として期待されて
いるとしたうえで，ソフト面の越境障壁の問題解決に積極的な姿勢を示したことが，
会議の議事録で強調して述べられている。

⑻ 同決議は，ESCAP 第 48 回総会で，1992 年 4 月 29 日に採択されたものである。と
ころが，同決議に示されている条約は，7 条約に国際海運簡素化条約（FAL 条約，
1965 年・1998 年改定版）が加わった 8 条約となっている。同決議の意味は，国際国
境を越えるヒトとモノと車両の移動の円滑化に関する国際協定が約 50 にも上るなか，
ESCAP が国際海事機関（IMO）や欧州経済委員会（ECE）と協議のうえ，8 条約に
絞り込んだ点にある。

⑼ les transport internationaux de marchandises par vehicies routiers の略である。
⑽ ADB 本部でのヒアリングに基づく（2009 年 1 月 20 日）。
⑾ タイが，1996 年 12 月の時点ですでにカンボジア，ラオス，ベトナムとの間で越境

移動円滑化に向けた 3 ヵ国協議のイニシアティブを取っていたことが，第 3 回 STF
議事録で記されている。

⑿ 通常，条約および国際協定は，関係国で署名を経た後に，関係各国の議会の承認の
うえ批准され，批准をもって効力をもつようになる。

⒀ ラオスの場合，2008 年 4 月 1 ～ 2 日の GMS 首脳会議の議長国であったこと，中国
は，2008 年 6 月 6 ～ 7 日に昆明で「経済回廊フォーラム」を主催したことから，率
先して批准する必要があったとのことであった（2008 年 9 月 6 日，ラオスの NTFC
委員からのヒアリング）。

⒁ タイでは付属文書 1，4，5 の一部，6，7，8，9，10，14 と議定書 3 など 10 文書の
批准がされておらず，ミャンマーはまだひとつも批准をしていない。しかし，ミャ
ンマーでは，検討に時間が必要とされる付属文書 6，8，14 と議定書 1 と 2 の批准が
検討されている（2010 年 2 月 12 日　バンコク事務所でのヒアリング）。

⒂ 以下で述べる文書は，石田［2008］に基づき，CBTA ではどのようなことが規定さ
れているのかを示したものである。詳細については，同文献（http://www.ide.go.jp/
Japanese/Publish/Download/Report/index2007.html）を参照されたい。

⒃ 「モノの国境管理の調和に関する国際条約（ジュネーブ，1982 年 10 月 21 日）」では，
シングル・ストップを隣国との検査・手続きの共同執行（joint control）と呼んでい
る（同条約第 7 条および付属文書 8 第 6 条，国連欧州経済委員会ウェブサイト）。

⒄ 一般には「トラック・パスポート」とも呼ばれているが，東西経済回廊でタイ，ラ
オス，ベトナムの 3 ヵ国で運用されている車両の相互乗り入れでは「GMS 道路通行
許可証（GMS Road Transport Permit）」と呼ばれている。

⒅ 余談になるが，輸出加工区や保税区，保税工場などの指定を受けた場合も，工場の
敷地から港湾まで，シールを貼ったまま輸送される。こうした輸送形態を「保税輸送」
という。

⒆ ASEAN の合意事項は，本協定第 17 条の規定に明記されているが，付属文書 16 で
は特に言及されていない。これらの条文は，域内の ASEAN5 ヵ国と中国との合意に
基づくものである（付表 1 参照）。

⒇ ラオバオ＝デンサワン国境とモクバイ＝バベット国境では，同内容に加えて「1 度
出国側に戻されたヒトやモノ，車両が再入国を拒否されることはない」と規定して
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いる。
21 4 段階の段階分けにはあまり意味がないとのことで，その後 3 段階に変更されてい

る（第 6 章参照）。
22 このほか，①国境検問所間の通信リンク，②各検問所でのリスク管理システムの導

入，③第 3 者責任保険の有効化，④要求ベースの時間外通関の実施，⑤ 2 ヵ国での
単一申告フォームの承認・導入，⑥手続きと規則の簡素化，⑦事前通関を可能にす
る電子通関の導入，を実施すると定めている。①～⑤は 2005 年 12 月 31 日まで，⑥
はサワンナケート＝ムクダーハーンで2006年3月31日，ポイペト＝アランヤプラテー
トで同年 5 月 31 日，⑦は前者の国境で 2006 年 12 月 31 日，後者の国境で 2007 年 3
月 31 日を，それぞれ期限として設定しているが，少なくとも⑦はまだ導入されてお
らず，必ずしも期限は守られていない。

23 2007 年 11 月 14 日に筆者が訪れた際も，追加料金を支払わなかったことからか，1
時間以上待たされたことを記憶している。

24 第 2 段階といっても，税関書類・手続きの一元化はまだ実施されておらず，第 3 段
階の一部である検疫の共同検査だけを先行させて，第 2 段階といっているに過ぎない。

25 ADB 本部でのヒアリングに基づく（2009 年 1 月 20 日）。
26 ポイペト＝アランヤプラテート国境では，申請書の記載内容が十分であり，適切に

代金が支払われることを条件に，国境検問所の担当官が時間外でも在勤中である場
合は，事前通告なしの業務時間外越境手続きに応じると規定している。

27 ラオバオ経済商業特別区（SECA）でのヒアリングによる（2008 年 9 月 9 日）。
28 ADB バンコク事務所でのヒアリングに基づく（2010 年 2 月 12 日）。
29 ADB 本部でのヒアリングに基づく（2009 年 1 月 20 日）。なお，CBTA の導入で，

末端の税関職員の間には賄賂の機会を失うことへの危機感があるともいわれている。
30 ADB バンコク事務所でのヒアリングに基づく（2009 年 2 月 12 日）。
31 ADB バンコク事務所でのヒアリングに基づく（2009 年 12 月 12 日）。
32 シングル・ビザの試みは一部で進められているが，観光目的に限定した場合，

ASEAN 域内のいずれの国でも，すべての加盟国からの渡航者のビザを免除している
わけではない。

33 以上は SFA-TFI に関する合意文書の草稿（ADB ウェブサイト）および ASEAN 
Tourism Agreement の原文（ASEAN 事務局ウェブサイト）に基づく。

34 GMS プログラムの CBTA のシングル・ウィンドーとは定義が異なる。
35 Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window の原文に基

づく（ASEAN 事務局ウェブサイト，2009 年 12 月 13 日参照）。
36 例えば，2002 年に GMS 向け貿易円滑化のハンドブックを作成している。
37 国際入札・調達情報データベースのウェブサイトに基づく（2009 年 2 月 10 日参照）。
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付表 1　越境交通協定（CBTA）本協定が批准されるまでの年表

1995 年 4 月 24～25日 第 1回サブ地域交通フォーラム（STF）会議（於 ヤンゴン）
　電力フォーラム（EPF）との合同会議で，STF や EPF が GMS 閣僚会議に
勧告を提出する諮問機関であり，他方で GMS 閣僚会議が意思決定機関である
ことなど，制度面の取り決めが決定される

1995 年 8 月 9～10日 第 2回 STF 会議（於 プノンペン）
　国際物流円滑化のため 7 つの国際条約（以下「7 条約」とする）加盟を勧告
したESCAP 決議 48/11が紹介される

1996 年 5 月 29日 ADBとESCAPの技術援助プロジェクトとして「ヒトとモノの国境移動の障壁
削減」（RETA 第 5686 号）が承認される

1996 年 11月 26～29日 RETA5686 号の一環で「GMS 諸国の陸上輸送促進に関する国際協定への加盟」
に関するセミナー開催（於 バンコク）

1996 年 12 月12～13日 第 3回 STF 会議（於 昆明）
　二国間・多国間の越境輸送に関わる基本枠組みのモデル文書を ADBと
ESCAP の支援の下，コンサルタントが作成していくことなどで合意（詳細本
文参照）

1997 年 8 月 26日 上述のモデル文書作成のため，ADBとESCAP の技術援助プロジェクトとし
て「GMSにおけるヒトとモノの国境移動」（RETA6749 号）が承認される

1998 年 1月 RETA（6749 号）がスタートし，コンサルタントが GMS 各国とEUを訪問し，
関連法規や制度の検討を開始する

1998 年 4月29～5月1日 RETA6749 号の一環で「道路交通」に関するセミナー開催（於 バンコク）
　基本枠組み草案が示され，STF 内部に同草案を審議する作業グループを設
置することが提案される（同提案は第 4回 STF 会議で承認）

1999 年 7 月 基本枠組みの最終案が提示され，RETA5686 号が終了
1998 年 5 月14～15日 第 4回 STF 会議（於 ビエンチャン）　
1999 年 11月 3～4日 第 5回 STF 会議（於 バンコク）

　タイ，ラオス，ベトナム3ヵ国の基本枠組み案の審議が始まる
1999 年 11月 26日 タイ，ラオス，ベトナムの政府代表が基本枠組み（「モノとヒトの越境輸送円滑

化のためのラオス，タイ，ベトナム政府間の協定」）に署名
2001 年 5 月17～18日 第 6回 STF 会議（於 ビエンチャン）

　カンボジアが基本枠組みへの加盟を希望したことが歓迎される
2001 年 11月 29日 カンボジアの加盟に関する覚書が 4ヵ国（3ヵ国＋カンボジア）で署名

　基本枠組みの関連条項も3ヵ国を対象としたものから，同枠組みが「GMS
諸国には開かれたものである」との条文に改定される

2002 年初め 北京とヤンゴンで基本枠組み加盟に関する政府担当者向けセミナーが開催される
　ミャンマーは加盟検討には十分な時間が必要と回答，中国は運転免許証の相
互認証規定が，1985 年 7 月 9日にクアラルンプールで署名された ASEAN の
協定に基づいている点について，改定を求める

2002 年 8 月 20～21日 第 7回 STF 会議（於 ホーチミン）
2002 年 11月 3日 第 1回 GMS 首脳会議（於 プノンペン）

　中国の加盟に関する覚書が 5ヵ国で署名される
2003 年 9 月17日 第 12回 GMS閣僚会議（於 昆明）

　ミャンマーの加盟に関する覚書に6ヵ国が署名
2003 年 12 月 31日 6ヵ国の間で越境枠組み協定が批准される
2004 年 4 月 30日 運転免許証の相互認証に関する本協定第17 条が覚書により改定される

（注） RETA とは ADB の地域技術援助のことで，地域調査の準備や独自運営，会議やセミナー
の開催，後発開発途上加盟国が参加する研修コースなどに対して資金を供与する地域活
動に関する技術援助（石田［2007: 31］）。

（出所） STF 会議議事録や覚書，プレス・リリースなど ADB ウェブサイトの資料に基づき，筆
者作成。
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付表 2　付属文書（annex）と議定書（protocol）の提案から署名までの年表

2001 年 5 月 17～18 日 第 6 回 STF 会議（於 ビエンチャン）
　付属文書と議定書の協定案がコンサルタントにより示される
　各国の国家輸送促進委員会（NTFC）の下に国家作業グループ設置で
合意，各国の同作業グループと ADB との連絡で専用のメール・アドレ
スを設定

2001 年 9 月 20～21 日 STF 特別作業会議
　複数の付属文書・議定書が，相互理解と合意形成の難易度別に 3 段階
に分けられ，容易なものから，各国の国家作業グループが集まる2003年，
2004 年，2005 年の 1 月と 4 月と 7 月開催の交渉会議で検討していくこ
とで合意

2002 年 8 月 20～21 日 第 7 回 STF 会議（於 ホーチミン）
　各国の NTFC の委員と委員長の名前，住所，電話番号を ADB のメ
コン局に報告することで合意

2003 年 2 月 25～27 日 2） 第 1 段階第 1 回交渉会議（於 ハノイ）
　付 2，付 4，付 7，付 11，付 12，付 13a，付 15，議 1 の計 8 文書が検
討される

2003 年 8 月 13～15 日 第 1 段階第 2 回交渉会議（於 昆明）
　上述の 8 文書が検討されるとともに，ミャンマーの CBTA 加盟の手
続きについての話し合いが行われる

2004 年 4 月 25～30 日 第 2 段階第 1 回交渉会議（於 プノンペン）
　会議最終日に，第 1 段階で検討された付 2，付 4，付 7，付 11，付
12，付 13a，付 15，議 1 の計 8 文書の署名が行われる

2004 年 8 月 9～12 日 第 2 段階第 2 回交渉会議（於 昆明）
　付 1，付 3，付 9，付 13b，付 16 の 5 文書が検討される

2004 年 10 月 11～14 日 第 2 段階第 3 回交渉会議（於 プーケット）
　付 3 は検討対象から外れる，第 3 段階に先駆け，付 5，付 6，付 8，
付 10 も討議される

2004 年 12 月 14～16 日 第 13 回 GMS 閣僚会議（於 ビエンチャン）
　会議最終日に第 2 段階で検討された付 1，付 9，付 13b，付 16 の 4 文
書の署名が行われる

2005 年 1 月 17～20 日 第 3 段階第 1 回交渉会議（於 ハロン）
　付 3，付 5，付 10，議 2 の 4 文書が検討される

2005 年 3 月 13～18 日 第 3 段階第 2 回交渉会議（於 昆明）
2005 年 7 月 4～5 日 第 2 回 GMS 首脳会議（於 昆明）

　会議最終日に付 3，付 5，付 10，議 2 の 4 文書の署名が行われる
2005 年 8 月 23～26 日 第 3 段階第 3 回交渉会議（於 ヤンゴン）
2005 年 10 月 31～11 月 3 日 第 3 段階第 4 回交渉会議（於 ビエンチャン）
2007 年 3 月 20 日 第 2 回 CBTA 合同委員会

　残された付 6，付 8，付 14，議 3 の 3 文書の署名が行われる

（注） 1）「付」および「議」は，それぞれ「付属文書」と「議定書」の略を示す。
 2）第 1 段階の第 1 回交渉会議は，当初は 2003 年 1 月中に開催される予定であった。

（出所） STF 会議議事録など ADB ウェブサイトの資料に基づき，筆者作成。




